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建設業法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について 

 

 このことについて、和歌山県県土整備部県土整備政策局技術調査課長から周知徹底を図

るよう要請がありました。 

 建設産業においては、社会保険について、法定福利費を適正に負担しない企業が存在し、

いざというときの公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、関係

法令を遵守して適正に法定福利費を負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した

状況が生じているところです。 

 下請企業を中心に保険未加入企業が存在している状況を改善していくためには、元請企

業において下請企業の保険加入を指導する役割を担うことが求められています。今般、下

請企業の保険加入状況を把握することを通じて、適正な施行体制の確保に資するため、施

工体制台帳等の記載事項に健康保険等の加入状況を追加すること等を内容とする建設業法

施行規則の改正が行われたところです。 

 上記規則の改正に関連して、建設業における社会保険の加入について、元請企業及び下

請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にするものであり、建設企業の取組の指針と

なるべきものとして「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」が制定されました。 

 つきましては、建設産業における社会保険加入の徹底の趣旨を十分ご理解いただくとと

もに、適切な取組の実施に努めていただきますよう、お願いいたします。 

 なお、参考資料としまして、国土交通省発出済みの通知資料を添付します。 
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